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‐１‐ 

報告第４号 

 

   専決処分の報告について 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

１ 専決処分の内容 

 (1) 損害賠償の額 

４万６,２００円 

 (2) 債  権  者 

 

 

 

 

２ 専決処分年月日 

  令和８年５月２６日 

  



‐２‐ 

 （報告理由） 

 令和７年１２月１６日、八本松南二丁目の民家において、当該民家を訪問した職

員が、室内で乳児用はかりを落下させたことにより、床材を損傷した事故があり、

損害賠償の額を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告す

るものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (1) １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。 



 

‐３‐ 

報告第５号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

  



 

‐４‐ 

 （報告理由） 

 地方自治法等の一部改正に伴い、条例において引用しているこれらの法令の条項

の整理を行うため、地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を定めることについて専決処分をしたので、この処分について

報告するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（－略

－）を行うため、条例を改正すること。 

  



 

‐５‐ 

専  決  処  分  書 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を次のように定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により専決処分をする。 

 

  令和８年５月１９日 

 

東広島市長    垣    德    

  



 

‐６‐ 

   地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

 

 （東広島市監査委員条例の一部改正） 

第１条 東広島市監査委員条例（昭和４９年東広島市条例第１０５号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改

める。 

 （昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除

に関する条例の一部改正） 

第２条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例（平成元年東広島市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条中「第２４３条の２の８」を「第２４３条の２の９」に改める。 

 （東広島市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 東広島市下水道事業の設置等に関する条例（平成２７年東広島市条例第５

８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改

める。 

 （市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第４条 市長等の東広島市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２

年東広島市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」に、

「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

  第２条中「第１７３条の４第１項第１号」を「第１７３条の５第１項第１号」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 



 

‐７‐ 

報告第６号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたの

で、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 



 

‐８‐ 

 （報告理由） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、条例において引用し

ている同法の条項の整理を行うため、東広島市都市計画税条例の一部を改正する条

例を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告するものであ

る。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（－略

－）を行うため、条例を改正すること。 

 

  



 

‐９‐ 

専  決  処  分  書 

 

 東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように定めることについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処

分をする。 

 

令和８年３月３１日 

 

                 東広島市長    垣    德 

  



 

‐１０‐ 

東広島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

東広島市都市計画税条例（昭和５９年東広島市条例第３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第１２項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第

２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若

しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、

第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項

若しくは第４３項」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東広島市都市計画税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計

画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 

 

 

 



‐１１‐ 

報告第７号 

 

   専決処分の報告について 

 

 東広島市印鑑条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条

第２項の規定により報告する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

  



‐１２‐ 

 （報告理由） 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の一部改正に伴い、条例において引

用している同法の条項の整理を行うため、東広島市印鑑条例の一部を改正する条例

を定めることについて専決処分をしたので、この処分について報告するものであ

る。 

 

 

 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によ

り特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にする

ことができる。 

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議

会に報告しなければならない。 

 

 専決処分事項の指定について（平成２年１０月８日議決） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次の事

項については、これを市長において専決処分することができるものとする。 

 (3) 法律又は法律に基づく命令（告示を含む。以下「法令」という。）の改正又

は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理（－略

－）を行うため、条例を改正すること。 

  



‐１３‐ 

専  決  処  分  書 

 

 東広島市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定めることについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分をす

る。 

 

  令和８年５月２６日 

 

東広島市長    垣    德    

  



‐１４‐ 

   東広島市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市印鑑条例（平成２年東広島市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１４条第２号中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３

号ロ」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年５月２７日から施行する。 

 



 

‐１５‐ 

報告第８号 

 

   東広島スマートエネルギー株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島スマートエネルギー株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出す

る。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 

 

  



 

‐１６‐ 

（根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



 

‐１７‐ 

報告第９号 

 

   東広島流通センター株式会社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島流通センター株式会社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



 

‐１８‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 



 

‐１９‐ 

報告第１０号 

 

   東広島市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、東

広島市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



 

‐２０‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政

令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ

ればならない。 

 



‐２１‐ 

報告第１１号 

 

   公益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公

益財団法人東広島市教育文化振興事業団の経営状況を説明する書類を別冊のとおり

提出する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 



‐２２‐ 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４３条の３ 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政 

 令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけ 

 ればならない。 



 

‐２３‐ 

報告第１２号 

 

令和７年度東広島市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和７年度東広島市一般会計予算及び令和７年度八本松駅前土地区画整理事業特

別会計予算の一部について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第

１項の規定により別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年６月８日提出 

 

東広島市長    垣    德    

 



 

‐２４‐ 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２１３条 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度

内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところに

より、翌年度に繰り越して使用することができる。 

 

地方自治法施行令 

第１４６条 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議において

これを議会に報告しなければならない。 

 



‐２５‐



‐２６‐



‐２７‐



 

‐２８‐ 

報告第１３号 

 

   令和７年度東広島市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和７年度東広島市下水道事業会計予算の一部について、地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第２６条第１項及び第２項ただし書の規定により別紙のと

おり翌年度に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

  令和８年６月８日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 



 

‐２９‐ 

 （根拠法令） 

 地方公営企業法 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内

に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年

度に繰り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年

度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に

支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務

が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して

使用することができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団

体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた

地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならな

い。 

 



‐３０‐



 


